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１  陳情審査 

（１）新たに送付された陳情 

・送付７－３７ 「学びの多様化」を推進する教育拠点の設置を求める陳情 

 

２ 報告事項 

【子ども部】 

（１）ちよだ学びフェスの開催について                     【資料】 

 

（２）子ども・保護者アンケート及び子どもワークショップの結果         【資料】 
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（５）九段中等教育学校における土曜日授業等のあり方検討について        【資料】 

 

 

【保健福祉部】 

（１）千代田区新型インフルエンザ等対策行動計画（改定素案）の概要について   【資料】 

 

（２）区内宿泊施設の現況について                         【資料】 
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千代田区議会議長秋谷こうき様

<要旨>

近年、子ビもたちを取り巻く環境が大きく変化しております。小中学生の不登校児童生徒数は全国

て35万人を超え、過去最多となっています。

文部科学省はこうした状況を受け「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLO

プラン)」を策定しました。このプランマ、は、子ビもが学びたい時に安,曽して学べる「多様な学びの

場や居場所」を全国の自治体に整備するよう求めています。東京都もこれに呼応し、区市町村や学

校・民間支援機関と連携した学びの場・居場所づくりを推進してぃます。

こうした流れを踏まえ、私たち保護者は、千代田区においても、子ビもたち一人ひとりの学びと心

に寄り添う r学びの多様化J を推進する教育拠点の設置を検討してぃただきたく、本陳情を提出い

たします。

<理由>

1.すべての子ビもの学びを支えるための多様な環境整備

千代田区内tも、不登校や学校生活への不安を抱える子ビもが年々増加しています。私たち保護者

の実感としても、学校に行けない日が続いたり、学びのぺースが合わず悩む家庭が少なくありませ

ん。背景には、家庭環境や発達特性、人間関係や心身の不調なビ、さまざまな要因があり、一律の

学校制度だけては十分に対応マ'きない状況があります。すべての子ビもが安心して学び、社会との

つながりを保ちながら成長していくためには、在籍校以外にも選択tきる多様な学びの場が必要て

す。
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一人ひとりの個性や興味を尊重した学びを通じて社会的自立を支援することを目的としてぃます。

東京都も之れに呼応し、不登校特例校やオンライン学習拠点の整備や各種調査なビを行い「学びの

多様化」を推進しています。

港区て、は令和7年度4月に「御成門学園御成門中学校分教室学びの多様化学校愉nα10 scho01」

を開設しました。少人数指導や個別学習により、苦手教科の克服や興味を広げるプログラム(プロ

グラミング・体験型理科学習なビ)を行い、安心して学べる環境を整えてぃます。また、世田谷区

ては令和8年度に、公立の「学びの多様化学校(不登校特例校)北沢学園中学校」の開校が予定さ

れています。年間授業時間の緩和や校庭・体育館を備えた本校型(独立校型)の施設構想が示され

ています。

こうした先行事例を踏まえ、千代田区においても、子ビもたちが自分に合ったぺースて、安心して学

べる r多様な学びの拠点、」を整備することを検討いただきたいと思います。

2.千代田区の特性を生かした「都心型教育モデル」の構築

千代田区は、大学や専門学校、文化施設や官公庁、企業なビ知的資源が豊かに集まる地域てす。

方て、児童数の増加による教室不足もあり、多様な教育二ーズに応えられていない側面が見受けら

れます。子ビもの個性や才能を伸ぱすプログラムや国際対応なビ、千代田区ならてはの教育が求め

られています。都心の特性を生かし、例えば次のような教育モデルを構想てきると考えます。

学力・発達・心の両面に対応する個別支援プログラム

デジタル・アート・探究なビ、多様な才能を伸ばすカリキュラム

帰国子女や外国籍児童への国際的な教育支援体制

子ビもや保護者、地域や大学、企業が協働し、「学び」「支援」「居場所」を一体的に整える都心型の

学び拠点として位置づけることて、不登校支援にとビまらず、すべての子ビもが自分らしく学び、

成長て、きる環境をつくることがtきます。之れは、千代田区が掲げる教育ビジョン「子ビもの健や

かな育ちをまち全体t支援し、一人ひとりの可E副生を最大限に伸ばす」という理念にも合致するも

のと思われます。

<結び>

千代田区においても r学びの多様化」を推進する拠点、をつくり、都と連携した「都心型モデル」を

構築することを強く要望いたします。幸い千代田区には旧永田町小学校のような未使用の既存校舎

があります。そういう校舎を改修して利用するなビ新築てあらたに作るより、時間も工費も環境に

も優しい方法もあります。子ビもたちが自分らしく学び、自ら未来を切り拓くことがてきるように

なる環境を、区と地域が協力して育んていけることを願います。



 

 

ちよだ学びフェスについて 

 

１ 事業目的 

  千代田区教育委員会では、大学や企業、官公庁等が多数集積する地域特性を活かして、地域の各主

体と連携・協働しながら、学校教育において、子どもたちに実践的な学びの機会を創出していくことを

めざしている。 

これまでの学校現場と地域の皆様との連携の取り組みを活用し、広く地域の子どもたちに学びの機

会を創出していくため、企業や官公庁等による出前授業やさまざまな職業を体験できるイベントを開

催する。さらには、学校教員を招いて各企業のプログラムを体験していただくことで、学校現場との更

なる連携や、プログラムの実践の場となることをめざす。 

 

２ 概要 

（１）名称 

「ちよだ学びフェス～まちとつながる、夢が広がる～」（※初開催） 

（２）開催日時 

令和８年 1月６日（火） 

      オープニングイベント 12:30～13:00 

      各団体による各ブース展示・出前授業等 13:00～16:00 

（３）場所 

【第１会場】本庁舎１階 区民ホール 

【第２会場】４階 401～40３会議室 

【第３会場】かがやきプラザ ひだまりホール 

【車両展示】かがやきプラザ前 

（4）対象 

     小学生・中学生および保護者（未就学児も可、保護者のみの入場は不可） 

     区立小中学校の教職員 

(5）各プログラム内容 

     現在調整中：別途ホームページで公開 

プログラム例：㈱JSOL「子供向けプログラミング教室」、財務省「日本の財政、税制を知ろう！」 

  

３ 出展内容 

（１）出前授業 
・自社の仕事・技術や、自社の仕事に関連のあるテーマで子どもの学び

になる内容を分かりやすく紹介 

（2）キャリア教育コー

ナー 

・自社の仕事や業界について、子どもが将来の夢や目標を考えるきっか

けになる内容を分かりやすく紹介 

（3）展示コーナー ・製品や模型、パネルなどを使った会社・技術紹介 

（4）体験コーナー 
・製品や素材、仕事道具などに触れる、簡単な作業を体験できるプログラ

ム 
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４ 出展団体  ※現時点での予定・順不同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE ヤフー、日本カメラ博物館、防衛省、警視庁万世橋警察署、麹町消防署、千代田区消費生活セン

ター ほか 

 

 



子ども・保護者アンケート及び子どもワークショップの結果及び今後の方向性について

１ 調査の背景

国はこども家庭庁を発足し、こども・若者の最善の利益を常に考え、こども・若者が健やか
で幸せに成長できる「こどもまんなか社会」を構築することを目指しています。そうしたなか、
令和５年４月に施行された「こども基本法」では、こどもに関する施策に関して、こども等の意
見を反映するために必要な措置を講ずることが義務付けられました。

国の方針を踏まえ、千代田区においても、子どもは社会を構成する一当事者として、子ども
等の意見聴取や政策反映に係る取組みをさらに推進していく必要があります。

子どもの意見を聴取するためには、子ども自身が区政に関心を持ち、理解できる形で情報
を受け取ることが重要です。そのため、本調査では、「子どもからの意見聴取」に関する意見
のほか、「子どもへの情報発信」に関する意見、さらには、子どもと区による双方向のやりとり
ができる場所の創出を検討するため、「子どもの居場所」に関する意見を聴取し、すべての子
ども・保護者に最適な情報発信及び意見募集ができる手法を検討しました。

２ 調査概要

（１）アンケート調査の実施 （回答期間：6月20日～7月19日）

定量情報・定性情報（自由記述）を多数収集し、全体の傾向を把握できるよう、アンケート調
査を実施しました。「区から子どもへの情報発信」・「子どもから区への意見発信」、「子どもの
居場所」等をテーマとし、子どもアンケートと保護者アンケートの２種類を実施しました。

調査名 対象 抽出数 回収数（回収率※）

子どもアンケート 小学４年生～18歳（高校３年生）の区民 5,631 671（12.2%）

保護者アンケート ４歳から18歳（高校３年生）までの子を持つ保護者 8,562 1,020（11.9％）

（２）ワークショップの実施

子どもたちの交流や、子どもと区による双方向のコミュニケーションを通じて、子どもの本
音・生の声を引き出しました。ワークショップは２日間に渡り実施し、ＤＡＹ１は「子どもの居場
所」、ＤＡＹ２は「区から子どもへの情報発信」・「子どもから区への意見発信」をテーマに実施し
ました。

開催日時 場所 参加人数

８月４日（月）・６日（水）
14時～16時

ひだまりホール
（かがやきプラザ）

29名
（小学生：９名、中学生：９名、高校生：11名）

▼本調査における多言語対応例

令和７年12月5日
教育委員会資料2

▼募集チラシ ▼ワークショップ当日の様子

ブロードリスニングとは、大量で多様な声を収集し、AI技術で分析・可視化する手法です。
本アンケート調査における自由回答形式の意見について、生成ＡＩ（talk to the city 以
下「TTC」という。）を活用した分析を試みました。生成ＡＩを活用することで、大量の意見
の分類・要約をより効果的・効率的に行うことが可能となりました。

生成AI分析の試行活用

【出展】デジタル民主主義2030（https://dd2030.org/）

３ 結果概要

（1）基礎情報（アンケート結果より）

●小学生の２割、中学生の約半
数が私立 （国立・都立・その他含む）

回答者（子ども）が通っている（ま
たは通っていた）小学校は、区立
が80.5%、中学校は、区立が
49.4%となっています。
※保護者回答も概ね同数程度

●子どもの人数は２人が最多

次いで１人が29.6%、３人が18.1％となって
います。

※信頼水準を95％したときの許容誤差は、子どもアンケートは最大でも約
４％、保護者アンケートは約３％となり、許容できる許容誤差の範囲である
５％未満に収まるため、母集団（抽出数）に対し妥当な標本データ数（回収
数）を得られています。回収率については、テーマの難しさや、ハガキの宛
名が子どもであったため保護者の確認漏れが起きた等が原因として推測
されます。

子どもが答えやすくなるようなアンケート設計（回答例の提示、年齢
に応じた表記等）や、多言語対応（右図）、デザイン、インセンティブ
（景品の配布等）などの工夫を行いました。
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①区からのお知らせをみなさんに届けるツール（方法）について知っていますか。（子
ども・保護者アンケート）

●区の情報発信ツールは、「広報
千代田」がよく見られている

広報千代田は、全戸配布による
効果もあり、他の手段に比べ非
常に高い認知力を持っています。
また、HPも同様に区民の方に利
用されていることが分かります。

②区からのお知らせをみなさんに届けるツールがどのようになれば、もっと見よう
と思いますか。（ワークショップ）

●子どもにとって、興味・関心が持てる
内容であることが重要

アンケート結果でも、「興味・関心が持て
る内容になっている」（49.8％）が最も
多く、次いで、「知りたい情報が探しやす
い」（40.4％）、「内容が分かりやすい」
（35.6％）という結果になっています。

③あなたは、区の制度や政策について、どのような情報がほしいと思いますか。理由
も教えてください。（自由記述式）（子どもアンケート）

●最も多く求められている情報は「学習・子
育てに関する情報」

その他、防災や選挙・議会・予算など、多様な
情報を求めています。

●子どもにとって重要度が高いが、届いて
いない情報で最も多かったのが、「遊ぶとこ
ろ」（ワークショップ）

次いで「交通・防犯」、「ごみ・美観／環境」「選
挙・議会」、「税金」という結果となっています。
特に、「選挙・議会」「税金」の情報は、難しく
理解できないという意見もありました。

（2）区からこどもへの情報発信

自分に直接関係する内容だけでなく、学校で勉強する
「選挙・議会」「税金」など、区政一般の情報も求めている
ことがわかります。

●アンケートなど、匿名性や、スマホ
等で時間や場所を問わず意見が伝
えられる気軽さを重視

●直接話すなど、双方向のコミュニ
ケーションを求める回答も一定数あ
る

ワークショップでは、Webアンケー
ト（96.4%）についで、「ワーク
ショップなど、区役所の人がつくる
意見を伝えられる場」（85.7%）が
多いという結果になっています。

（3）子どもから区への意見発信

▼生成AI（Talk To The City）により
自由記述意見を分類、可視化

①あなたは、区の制度や政策について、区役所の人に意見を伝えられるとしたら、
どのような方法や手段があれば、よいと思いますか。（子どもアンケート）

▼ワークショップの内容をグラフィックレコーディングで可視化

ワークショップの事後アンケートでは、「意見を言語化できた」や「対面でも意見を言
いやすかった」、「友達やファシリテーターと話すことで考えがまとまって発信でき
た」等の意見がありました。

３ 結果概要

※１位：３ポイント、2位：２ポイント、3位：１ポイントとして集計
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①あなたが住んでいるまちはどのようなところですか。（アンケート）

①あなたにとって、ほっとできる場所、「ここにいたい」と感じる場所はありますか。
（子どもアンケート）

●約６割の子どもが居場所が十分にはない

学年別でみると、小学生・中学生・高校生と、
年代があがるにつれ「たくさんある」の回答
が減少しています。

●子ども部屋（きょうだいと共有含む）がな
い子どもが約半数で、特に高校生は約25％

都市部特有の住宅事情がうかがえます。

（4）子どもの居場所のニーズ

（5）子どもの居場所として求められている機能

生
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に
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り
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述
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②千代田区で、家や学校以外の新たな子どもたちの居場所をつくるとしたら、
やってみたいことや、こうしてほしいという意見を教えてください。（自由記述式）
（子ども・保護者アンケート）

▼ワークショップの内容をグラフィックレコーディングで可視化

●「あなたが遊べる場所や気持ちよ
く過ごせる場所がたくさんある」に
ついて、「どちらかといえばそう思わ
ない」「思わない」が約３割

②あなたにとって、ほっとできる場所、「ここにいたい」と感じる場所は次のうち、ど
れですか。（①で「たくさんある」「少しある」と答えた人のみ/３つまで回答）（子どもアンケート）

●学校や家以外のサードプレイスを持てていない
子どもが約３割

１位 家（自分の家や、祖父母・親戚の家など） 89.0％
２位 学校の教室 29.2％
３位 図書館 16.2%

上位３つ

サードプレイスとは？
家（ファーストプレイス）や職場・学校
（セカンドプレイス）とは異なる、第３の
居場所。ストレスから解放され、自分に
とって居心地の良い場所

「家」「学校の教室」「教室以外の学校」「インターネット空間」のみを選択した子どもは
32.0％となっています。また、「学校の教室」を選択した子どもは29.2%、「教室以外の学
校」を選択した子どもは14.9％となっており、学校が一日の大半を過ごす場所でありなが
ら、安心して過ごせる居場所になっていない子どもが多いことがわかります。

●居場所の数が少ない子どもは約４割弱

子どもの居場所は、成長や環境の変化により、変わりやすく失われやすいといわれていま
す※が、居場所として選択した回答が２つ以下だった子どもは37.4%となっています。

※こども家庭審議会「こどもの居場所づくりに関する指針（答申）」（令和5年12月１日）参照

●子どもから最も多く求められている機能は
「静かに勉強できるスペース」

その他、スポーツやボール遊びができる場所の
ニーズが高いこともわかります。

▼あなたがほしい、こんな居場所（ワークショップ）

子ども

保護者

●保護者は、大人の関与を求める声が多い。

子どもの安全を見守る大人がいることを求める
回答が多いほか、勉強を教えてくれる人や体験
学習のサポートなど、さまざまな面から大人の関
与を求めています。

①お子様の学習や進路に関して、どのようなサポートがあればよいと思いますか。 
（3つまで回答）（子ども・保護者アンケート）

●保護者・子どものどちらも「家・学校以外で勉強に集中できる場所」が最も高い。

子どもアンケートも上位３つは同じ結果でしたが、保護者とは２位・３位の順番が逆の結果
となりました。

１位 家・学校以外で勉強に集中できる場所 58.2%
２位 体験学習（芸術文化・ビジネス体験など）ができる機会 53.5％
３位 勉強で分からない部分を学び直せる場所と教えてくれる人 ４５.９%上

位
３
つ

※１位：３ポイント、2位：２ポイント、3位：１ポイントとして集計

１位 家・学校以外で勉強に集中できる場所 ６２．２％
２位 勉強で分からない部分を学び直せる場所と教えてくれる人 50.6%
３位 体験学習（芸術文化・ビジネス体験など）ができる機会 35.0%

子
ど
も

保
護
者
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子どもに届けるツール（方法）について充実させる

●区の情報発信ツールは、「広報千代田」が子どもにもよく見られているが…

一方で、主に大人向けに作成されている「広報千代田」は例えば小学生が読むには内容や
文字が難しい場合があります。 そのため、子どもに情報を届けるにはその内容について
わかりやすく作成する必要があります。

●子どもにとって、興味・関心が持てる内容であることが重要

（１）区からこどもへの情報発信

●子どもはスマートフォンなどの電子機器の利用に抵抗が少ない

4 今後の方向性

【他自治体事例：新宿区】「新宿区キッズページ」の開設

新宿区は、子ども向けのＨＰとして、「新宿区キッズページ」を開設しています。「新宿区
キッズページ」では、区が開催するイベント、遊び場など、子どもが求めていると思われる情報
のみ抽出し、やさしい言葉・表現とイラストでわかりやすく紹介しています。

参考：新宿区： キッズページ

【他自治体事例：愛知県春日井市】「こども広報春日井」の配付

愛知県春日井市では、小学４年生から６年生及び中学生を対象に、市政情報などをわかりやす
く編集した広報誌「こども広報春日井」を年２回作成しており、各小中学校を通じて配布してい
ます。「市の歴史」等の掲載を通じて、地域に関心を持ってもらうだけでなく、「防災」、「デ
ジタル」等をテーマとしたページを設けることで、子どもが時事問題に関心を持つきっかけづく
りにも寄与しています。

参考：こども広報春日井｜春日井市公式ホームページ

子どもに届ける情報について選別する

アンケート、ワークショップを通じて、子どもは「遊ぶところ」や「イベント」「災害対策」、
「環境」、「交通・防犯」、「選挙・議会」、「税金」の情報を必要としています。自分にとって
身近な事柄や最近授業で学んだことなどに関心のある傾向が読み取れます。
区が上記の内容について発信する場合は子どものニーズと合致するので、積極的に子
どもにも提供していく姿勢が求められます。

近年ＳＮＳが普及し、多くの子どもがスマートフォン等の通信端末を所持している中
で、ＳＮＳは区が子どもに情報を届ける手段として非常に有効と考えます。
しかし、区のSNSは認知度がまだまだ低く、認知度の向上や子どもの情報ニーズを
踏まえた発信をしていく必要があると考えられます。
また、ＳＮＳを利用するにあたり、意図しないかたちや内容で子ども等に伝わってし
まうリスクがあるため、利用方法や発信内容・表現については慎重に判断していく必要
があります。今後も区と子どもの双方で情報リテラシーに留意する必要があります。

【他自治体事例：京都府京都市】京都市子育て応援インフルエンサーの任命

京都市は、子育て世代への情報発信を強化するため、「子育て応援インフルエンサー」を
任命しています。市内で子育てに関する発信を行うインフルエンサーが、市の子育て支援情
報や施設、地域の魅力を自身のＳＮＳで紹介することで、行政の発信だけでは届きにくい層
にも、親の視点で共感的に情報を伝えることを目的としています。

参考：京都市：京都市子育て応援インフルエンサーの任命 

【参考事例】地域コミュニティアプリ｜ピアッザ

子どもや保護者の欲しい情報として「地域のイベント情報」がありますが、こういった情
報は必ずしも区が主催するものに限りません。そのため、そういった地域限定情報は区です
べて把握することが難しく、適切なタイミングでの発信は難しくなります。

ピアッザは、地域のみんなで暮らしに関する情報をやりとりしたり、ちょっと困った時に
相談しあったり、使わなくなったモノを必要としている人に譲ったり。この地域をもっと知
り、みんなとつながることで、私たちの暮らしはもっと楽しくなる地域コミュニティアプリ
です。23区でも中野区、世田谷区、荒川区など広がりを見せており、アプリ内で様々な交流
が行われております。

参考：地域コミュニティアプリ：ピアッザ
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子どもが区に意見を発信するツールについて

●子どもが普段いる場所（居場所）で区と交流

（2）子どもから区への意見発信

4 今後の方向性

子どもが意見を出しやすくなる工夫

子どもアンケートではワークショップなど意見を発信する会場については、子どもが
行き慣れた場所を希望しています。また、友達と一緒に参加するという希望も多いこと
から子どもが普段から集まる場所において実施されることが望ましいです。
また、情報を区から受け取る際にも、学校や児童館など普段からいる場所で受け取る
ことも多く、区との情報における双方向のコミュニケーションが期待できます。
区は子どものニーズ・発達に応じた様々な居場所を用意し、職員が子どもの居場所に
出向くことで子どもとより多くのコミュニケーションをとることができます。

●子どもが区に向けて意見を発信しやすいように、オンライン・オフラインによる様々な
環境を整える必要性

子どもは意見を伝えやすいツール（方法）について「アンケート（web）」を選択してお
り、子どもは意見を伝えるにあたり匿名性や、通信機器等を用いて時間や場所問わず意
見を伝えられる気軽さを重視しているといえます。
また、「直接話す」など区との双方向のコミュニケーションを求める回答も一定数あり、
ワークショップ参加者からも友人やファシリテーターとコミュニケーションを取りながら
意見を伝えることを有効な手段としています。
そのため、多くの子が意見を発信できるwebアンケートと、子どもが自分の思いを人
とコミュニケーションをとりながら発信できるワークショップ双方の活用が求められて
います。

【他自治体事例：東京都】こどもワークショップの実施

東京都は、子ども政策の充実を目的に、小学生から高校生までの子どもが都の施策について意
見を出し合う「こどもワークショップ」を実施しています。テーマごとに複数回開催され、子ど
もたちがグループで議論や発表を行い、その意見は都の担当部署に共有されます。子ども自身が
まちづくりや政策に関心を持ち、行政に声を届ける機会として継続的に行われています。

参考：こどもワークショップ|子供の意見やエビデンスに基づく子供政策の推進|子供政策連携室 

子どもが答えやすく、興味・関心を引くようなアンケート設計（設問数の最小限化、回答
例の提示、年齢・発達に応じた表記等）・デザイン（ポップなイラストの挿入等）・インセン
ティブ（景品の配布等）にも注力する必要があります。
また、ワークショップ等の対面の場合でも上記対応に加え、子どもが安心・リラックスし
て参加できるような雰囲気作りや進行への配慮は欠かせません。子どもの発達段階に
応じた対応ができるような専門的な知見を得る必要があります。

●子どもが区に向けて意見を発信しやすいような工夫の必要性

◂会場装飾

お菓子▸

子どもが区に意見を発信できる物理的な場所の創出

【他自治体事例：東京都】こどもワークショップの実施

東京都は、様々な環境下にある子どもから意見を聴くため、子どもが日常を過ごす多様な居
場所に足を運びアウトリーチ型でヒアリングを実施するなど、対話に力を入れて取り組んでい
ます。

参考：子供へのヒアリング|子供の意見やエビデンスに基づく子供政策の推進|子供政策連携室 

子どもの意見聴取・政策反映に係るガイドラインの整備

（3）区と子どもの双方向のコミュニケーションに向けて

●子どもの意見を聞くことの指針やガイドラインの整備

本調査の分析を通じて、子どもへの意見聴取について区の職員が日頃実施するにあ
たっては、考慮すべきことが多くあることが分かりました。
また、本調査と同時期に実施した職員向け研修「子どもの権利に係る子ども等の意見
の政策反映研修」において、受講した職員からも子どもから意見を聞くにあたっては全
庁的な統一ルール（指針やガイドライン）などの整備を求める声が多数ありました。
今後、区が子どもの意見聴取・政策反映を推進していく上で、どのような時に意見聴取
が必要なのか、どの手法が適切なのか、各手法を用いる際の注意点などを各部署が理
解し適切に活用できるよう、千代田区版子ども意見聴取・政策反映ガイドラインの整備
を検討する必要があります。

【他自治体事例：中野区】「子どもの意見表明・参加に関する手引き」の策定

中野区では、令和４年４月に「中野区子どもの権利に関する条例」を施行し、条例の趣旨を
踏まえて、子どもにやさしいまちづくりを進めており、区政運営における子どもの意見表明・
参加を促進するため、子どもの意見の聴き方や留意点などを取りまとめた「子どもの意見表
明・参加に関する手引き」（令和６年３月）を策定しています。

この手引きは、区政運営において子どもの意見表明・参加の取組を進めていくにあたり、各
部署が取組を行う際の参考として活用することを目的として作成されていますが、中野区では、
区政にとどまらず、家庭、学校、地域など、日常のあらゆる場面で子どもの意見表明・参加が
保障されるよう、仕組みづくりや機会の確保に向けた取組にまで広げて、活動を行っています。

参考： 子どもの意見表明・参加に関する手引き | 中野区
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子どもが区に求めている居場所とは

●区がサードプレイスを整備する意義

（4）子どもの居場所づくり

4 今後の方向性

中高生専用の居場所の検討

●子どものニーズに応じた居場所の整備が求めれている

子どもアンケートにおける自由記述を分析した結果、子どもが求める機能として、「勉
強できる場所」「ボール遊びができる公園」や「スポーツ専用施設」を求める意見が多く
あり、保護者からは「勉強できる場所」「体験学習ができる場所」などが求められていま
す。
また、細かくみていくと勉強できる場所についても「静かに勉強」「友達と話しながら」
「大人などが教えてくれる」など様々なニーズがあります。そのため、居場所に特化した
調査を実施し、地域性や発達を踏まえたニーズや区が提供できる・しているリソースに
ついて整理する必要があります。

区内の児童館において中高生タイムの実施は行っています。しかし、児童館は小学生
がメインユーザーであり、掲示物・備品をはじめ館内の様々な仕様が小学生向きとなっ
ています。今回のアンケート結果の中でも小学校卒業以降の居場所の整備を求めている
傾向がありますので、中高生の専用施設の整備について検討を進める必要があります。

●年齢が上がるにつれて居場所を失う傾向

子どもは年齢が上がるにつれてできることが増える一方で、大人から求められること
も増えます。そういった日々のストレスから解放されてリラックスして過ごせる場所を
求める傾向にあります。特に千代田区においては、子ども部屋がそもそも無い家庭も多
くあることが分かりました。そのため、区内の中高生は自宅でもひとりで静かに過ごす
ことができないでいるため、子どもが一人でリラックスして過ごせる環境の整備が必要
です。

●中高生専用の施設の必要性

【他自治体事例：武蔵野市】武蔵野プレイスの運営

武蔵野市は、図書館・市民活動支援・生涯学習・青少年活動支援の４機能を併せ持つ複合公共施
設として武蔵野プレイスを開館しました。年齢や立場を超えて人々が集い、学びや交流を深めるこ
とを目的としています。館内には読書スペースのほか、スタジオ、カフェ、ワークショップルーム
などがあり、学校の長期休暇の時期は中高生専用となるエリアもあります。青少年向け教室・講座、
青少年自主企画事業など様々な取組みが行われており、市内の青少年が自らの居場所として感じて
過ごせる拠点となっています。

参考： 武蔵野プレイスの理念｜武蔵野プレイス

●保護者は、大人の関与を求める声が多い

保護者アンケートにおける自由記述を分析した結果、子どもの居場所として、「大人の
見守りがある施設」を求める意見が多くありました。子どもの安全の確保に加えて、子
どもよりも年上の大学生などの交流や様々な体験を希望しています。
新たな子どもの居場所を検討するにあたっては、子どもの安全の確保はもちろん、
様々な大人による勉強やスポーツ、体験に係るサポートを得ることでより満足度の高い
施設になることが期待できます。

【他自治体事例：文京区】文京区青少年プラザ「b-lab（ビーラボ）」の運営
文京区は、中高生が自由に過ごし、学びや挑戦ができる居場所として青少年プラザ「b-lab

（ビーラボ）」を開設しました。音楽スタジオやホール、勉強スペースなどを備えており、学校
や家庭に続く「第３の居場所」として、地域と若者のつながりを深めています。中高生の居場所
づくりにあたり参考になると考えられます。

参考：ビーラボ（b-lab）文京区青少年プラザ

●子どもの居場所は様々な部署、地域団体などで展開されている

子どもの居場所について整理する必要性

子どもや保護者が有する様々なニーズに応え、今後も居場所づくりを推進していくた
めには、庁内の関係各課や、地域で子どもの居場所づくりをされている区内の民間企業、
社会福祉協議会等の関係機関との協力は欠かせません。子どもの居場所作りの必要性
や課題を共有し、協力のうえ推進していく必要があります。
そのためには、千代田区における子どもの居場所に対するあり方を検討する必要があ
ります。

【他民間事例】飯田橋まちづくり拠点「39 base」
民間企業により、飯田橋エリアに開設された「39 base」は、子どもから大人まで誰でも立ち寄

れる「居場所」として機能しています。地域住民や学生、就業者が自由に集い、学びや交流、ま
ちづくり活動等に参加できる空間を提供しており、地域のつながりと安心して過ごせる居場所と
なっています。

参考：39base

本調査結果からも千代田区の子どもが十分に居場所を持っていないことが分かりま
した。特に、とりわけ厳しい環境で育つ子どもは、居場所を持ちにくく、失いやすいと考
えられることから、喫緊の課題や個別のニーズにきめ細かに対応した居場所をつくるこ
とで、子どもの権利を守り、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援を行う必要
があります。
また、価値観の多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴い、多様なニーズに応じ
た多様な居場所が求められるようになっています。区は子どもたちと継続したコミュニ
ケーションをとり、ニーズの変化を見逃さない取組みが求められます。
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https://chiyolab.jp/archives/24846
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こどもアスレチック広場実施報告 

 

１ 目 的 

〇未就学児に多様なあそび場を提供し、跳ぶ・潜る・掴む・越える等身体を自由自在に動か

す経験を促進する。 

  

 

２ 実 施 概 要 

開催場所  旧九段中学校校庭 

開催日   令和 7年 11月１日（土）13時～16時 

対象者   未就学児（小学生未満） 

 参加人数（子ども）  131名 

 

 

３ 実 施 内 容 

 会場内に３種のあそびブースを設置し、時間や都合に合わせて好きなだけ遊べる方式と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ アンケート調査結果 

 「今後もアスレチック広場を利用したいか」という設問に対して「ぜひ利用したい」

と回答した割合は約 65％であり、参加者の再利用意向が強いことが示されていた。 

満足度については、「満足」および「非常に満足」が合計で約 93％を占め、全体として

高い評価が得られている。広さに関しては「適度」または「やや狭い」との回答が多く、

設備面では「充実」または「やや充実」が大半を占めている。 

また、利用者の年齢層は 3歳、4歳、5歳が中心であり、全体の約 7割を占めていた。 

 

教 育 委 員 会 資 料３ 

令 和 ７ 年 1 2 月 ５ 日 



調査結果

国語、数学、理科

中学校 第３学年 在籍生徒

令和７年度 「全国学力・学習状況調査」（R7/04/17）の「教科調査」の結果 教育委員会資料４ー１
令和７年１２月５日

対象学年 対象学年

調査内容

小学校 第６学年 在籍児童

国語、算数、理科 調査内容

67 
70 

75 

40
45
50
55
60
65
70
75
80

小６・国語

58 
64 

74 

40
45
50
55
60
65
70
75
80

小６・算数

57 
60 

66 

40
45
50
55
60
65
70
75
80

小６・理科

54 
57 

65 

40
45
50
55
60
65
70
75
80

中３・国語

48 
53 

67 

40
45
50
55
60
65
70
75
80

中３・数学

503 506 

543 

480

500

520

540

560
中３・理科

■：全国 ■：東京都 ■：千代田区（数値は正答率：％ ※： 中３・理科 のみ「平均IRTスコア」となる）

調査結果

※CBT方式により実施



質問紙意識調査（CBT）

中学校 第３学年 在籍生徒

令和７年度 「全国学力・学習状況調査」（R7/04/17）の「質問紙意識調査」の結果

対象学年 対象学年

調査内容

小学校 第６学年 在籍児童

質問紙意識調査（CBT） 調査内容

⚫ 毎日、同じくらいの時刻に寝ている。（国：38.9％、区：34.2％） ▲04.7
⚫ 毎日、同じくらいの時刻に起きている。 （国：55.6％、区：55.3％） ▲00.3

基本的生活習慣等

調査結果
基本的生活習慣に課題 、 学習習慣の定着

Pick up

※「令和7年度 全国学力・学習状況調査 報告書【質問調査】」における「児童生徒質問対応表（12の質問項目）」のうち、全国と千代田区の平均の差が顕著な４項目を抽出し、差をポイントとして示した。

⚫ 自分には、よいところがあると思う。（国：47.3％、区：53.6％） ▲06.3
⚫ 将来の夢や希望をもっている。 （国：60.7％、区：54.5％） ▲06.2

挑戦心、達成感、規範意識、自己有用感、幸福感等

⚫ 平日、授業以外で３時間以上勉強をしている。（国：12.1％、区：54.2％） ▲42.1
⚫ 休日、４時間以上勉強をしている。 （国：7.4％、区：42.0％） ▲34.6
⚫ 読書が好きである。（国：36.4％、区：51.3％） ▲14.9

学習習慣、学習環境等

⚫ PC等で、文章を作成することができる。（国：39.3％、区：55.7％） ▲16.4
⚫ PC等で、情報を整理することができる。（国：26.9％、区：45.3％） ▲18.4

ICTを活用した学習状況

「基本的生活習慣」においては、本区より全国の方が確立しており、小学校段階
における生活習慣の確立に課題が見えた。一方、「学習習慣」及び「学習環境」に
おいては、全国平均と大きく差をつけており、学習に対する本人及び家庭等の意識
の高さが伺える。ICTも積極的に活用していることが確認することができた。

Summary

⚫ 毎日、同じくらいの時刻に寝ている。（国：34.0％、区：38.2％） ▲04.2
⚫ 毎日、同じくらいの時刻に起きている。 （国：54.7％、区：61.5％） ▲06.8

基本的生活習慣等

調査結果
基本的生活習慣の改善 、 学習習慣の低下（小学校と比較）

Pick up

⚫ 自分には、よいところがあると思う。（国：40.7％、区：44.1％） ▲03.4
⚫ 将来の夢や希望をもっている。 （国：35.5％、区：34.0％） ▲01.5

挑戦心、達成感、規範意識、自己有用感、幸福感等

⚫ 平日、授業以外で３時間以上勉強をしている。（国：9.9％、区：18.5％） ▲48.6
⚫ 休日、４時間以上勉強をしている。 （国：5.3％、区：14.0％） ▲38.7
⚫ 読書が好きである。（国：30.3％、区：40.7％） ▲10.4

学習習慣、学習環境等

⚫ PC等で、文章を作成することができる。（国：36.4％、区：60.4％） ▲24.0
⚫ PC等で、情報を整理することができる。（国：21.1％、区：34.3％） ▲13.2

ICTを活用した学習状況

 「基本的生活習慣」 においては、小学校段階と比較し割合が向上し、生活習慣の
改善が確認できた。「学習習慣」及び「学習環境」においては、依然として全国平
均より高い割合である一方、小学校段階と比較すると割合が大きく下がった。PC等
の活用については、文章を作成する力がさらに向上していることが伺えた。

Summary

UP!!

DOWN

DOWN

STAY



【資料２】令和７年度 千代田区立小学校「達成度調査」の結果

１．本調査の概要

学習指導要領にて身に付けることが

求められる目標・内容の定着度の把握

学習指導要領において身に付けることが求められ

ている、各学校の必修教科の「目標」及び「内容」

が、千代田区立学校の児童にどの程度身に付いてい

るか状況を把握し、今後の指導法の改善に資する。

２．実施日及び、対象学年・教科

国,算,社,理
(＋意識調査)

教 
科

４,５,６年
学
年

５月13日(火)
実
施
日

３．教科結果 ４．意識調査結果（第６学年のみ）

５．考察

74.0 
71.4 71.8 

69.6 

81.3 80.0 

71.8 
74.6 小

学
４
年

65.5 

70.7 
67.5 

61.0 

76.4 
79.6 

67.5 68.0 

小
学
５
年

70.6 

63.2 61.5 

72.3 

77.2 76.4 

68.1 

74.0 小
学
６
年

国語 算数 社会 理科

■：全国平均 ■：千代田区平均

※ 数値は、各学年における「達成率（％）」を示す

81.0 82.5 84.4 79.1 

60.0
70.0
80.0
90.0

学校に行くのが楽しい

74.1 71.0 74.2 71.9 

60.0
70.0
80.0
90.0

自分で学習の計画を立てている

87.9 85.7 88.2 85.9 

60.0
70.0
80.0
90.0

授業を集中して受けている

82.3 79.8 84.9 82.2 

60.0
70.0
80.0
90.0

筋道を立てて、物事を考えることができる

68.4 64.0 
70.5 65.6 

60.0
70.0
80.0
90.0

話し合いのとき、考えや意見を進んで出している

84.0 

84.8 
88.2 

83.6 

60.0
70.0
80.0
90.0

一人ひとりの心や命を大切にしている

（●：R4、■：R5、◆：R6、▲：R7）

※ 調査項目のうち、「指導方法」や「工夫」の改善の中心となる設問を抜粋（％）

今
後
の
課
題

全
体
の
傾
向

「教科結果」では、学年が上がるにつれ「思考の抽象化」や
「自己調整」等が求められる学習内容が増えるため、理解の
深まりに差が見られた。「意識調査結果」では、多くの項目
において前年度より数値が下がっており、「自ら学ぶ力」や
「対話力」、「共生力」に課題が見られた。

発達段階を踏まえ、各校に
おける経年変化等のデータ
の分析等を図り、学校全体
としての授業力向上と学力
の底上げを目指す。

教育委員会資料４ー２
令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日



【資料２】令和７年度 千代田区立中学校「達成度調査」の結果

１．本調査の概要

学習指導要領にて身に付けることが

求められる目標・内容の定着度の把握

学習指導要領において身に付けることが求められ

ている、各学校の必修教科の「目標」及び「内容」

が、千代田区立学校の生徒にどの程度身に付いてい

るか状況を把握し、今後の指導法の改善に資する。

２．実施日及び、対象学年・教科

国,社,数,理,英
教 
科

１,２,３年
学
年

学校単位で
実施日を決定

実
施
日

３．教科結果（実施学年における各教科の平均偏差値の経年変化・３ヵ年）

中
学
１
年

中
学
２
年

中
学
３
年

■：令和５年度  ■：令和６年度  ■：令和７年度 （数値は、各教科における「平均偏差値」を示す。）

51.5 51.4 51.7 
50.6 

49.4 
50.9 

53.6 
52.2 

54.0 

50.0 
48.8 

50.1 

54.5 

52.6 

52.4 
51.6 

53.1 

51.4 

48.2 
49.6 

52.1 52.2 52.7 

49.2 

46.8 

50.0 

56.2 
53.8 

56.5 

52.1 
52.8 52.8 

50.1 

52.0 
51.2 

50.4 

53.4 53.0 

47.0 47.5 
48.6 

54.0 
56.1 55.4 

国語 社会 数学 理科 英語

４．考察

※令和６年度より、中学１年生においても英語の調査を実施

全
体
の
傾
向

それぞれの学年において、昨年
度より平均偏差値が上昇した教
科は次のとおり。

また、全ての学年を通し、各教
科の平均偏差値は次のとおり。

英語の平均偏差値は高く、理科
が低い傾向は、３学年で共通と
なった。

中１ ５教科中、４教科

中２ ５教科中、５教科

中３ ５教科中、１教科

52.5

50.6

53.3

49.5

54.7

48

50

52

54

国     社     数     理     英

今
後
の
課
題

発達段階を踏まえ、各校におけ
る経年変化等のデータの分析等
を図り、学校全体としての授業
力向上と学力の底上げを目指す。

教育委員会資料４ー３
令和７年１２月５日



教 育 委 員 会 資 料 ５ 

           令 和 ７ 年 1 2 月 ５ 日 

 

九段中等教育学校における土曜日授業等のあり方検討について 

 

九段中等教育学校は、令和８年度から週５日制(土曜日授業廃止等)の実施に向けた検討を

進めている。現在までの検討状況等について、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 目 的 

①生徒の安全・健康と活用時間の確保 ②学校教育法の順守  ③教職員の働き方改革  

を実現するため。公教育における週５日制は、学校教育法施行規則に基づき2002年度か

ら「完全学校週５日制」として全国的に実施されてきており、本校においても教育の質

を維持しながら、生徒の健全な発達を促す環境づくりをめざし週５日制を実施する。 

 

２ 主な検討内容 

①土曜日の授業を平日７限目に割振り、１日の授業を45分７時間とし、年間及び週当た

りの授業時間を確保しながら、週５日制とする方法。 

②部活動、委員会活動等の時間についての見直し。 

 

３ 周 知 

令和７年4月12,19日 各学年の保護者会において、学校長より令和８年度から週５日制

の実施に向けた検討について報告 ※１学年は11月29日 

 

      ７月19日  校務システム「ツムギノ」で保護者あて検討状況の通知を配信 

※ご意見やご質問は、副校長が問合せ対応する旨を明記 

 

10月６日  後期始業式において、学校長より全生徒に対して、令和８年度よ

り週５日制を実施予定であることを告知するとともに、その旨を

保護者あて「ツムギノ」で配信 

※ご意見やご質問は、副校長が問合せ対応する旨を明記 

 

10月31日   第２回学校経営評議会で｢土曜授業等のあり方検討について｣報告 

 

４ 今後のスケジュール 

・12月24日年内の授業終了日に、令和８年度から週５日制の実施内容ついて、生徒へ全

校集会で説明するとともに、16時より体育館において保護者説明会の開催を予定。 

 



千代田区新型インフルエンザ等対策行動計画（改定素案）の概要について 

 
１ 改定の背景と趣旨 
    新型コロナウイルス感染症対応において積み重ねてきた知見・経験を活かし、その対策
を具体化するため、平成 26年に策定した「千代田区新型インフルエンザ等対策行動計画」
を改定する。 

 
２ 計画の目的 
 (１) 新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護 

(２) 区民生活及び区民経済に及ぼす影響の最小化 
 

３ 改定素案 概要 
 保健福祉部資料１-２のとおり 

 
４ 改定素案 
  参考資料のとおり 
 
５ 検討経過 

 時期 内 容 

第１回 
庁内検討会 

令和７年７月 計画の概要、方向性、スケジュールの確認 

第２回 

庁内検討会 
令和７年９月 

庁内各部意見照会を踏まえた改定原案の 

修正 

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
等対策医療 
連携会議 

令和７年 10月 学識経験者からの意見聴取 

東京都 令和７年 11月 
都行動計画と整合性を図るため、都に対し
意見聴取を実施中 

 
６ 今後の予定 

内 容 日 程 

第３回庁内検討会 
（学識経験者、東京都の意見等を

踏まえた改定素案の修正） 

令和７年 12月上旬 

パブリックコメント募集 
令和８年１月 20日から２月２日まで 
（広報千代田１月 20日号掲載予定） 

常任委員会 
（パブリックコメント結果報告） 

令和８年３月下旬 

改定計画施行、公表 令和８年３月末 

 

保健福祉部資料１     

令和７年 12月５日 



千代田区新型インフルエンザ等対策行動計画 改定素案の概要

区行動計画の目的

改定の方針

・新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護
・区民生活及び社会経済活動に及ぼす影響の最小化

初の抜本改定を行った政府行動計画及び都行動計画に基づき、以下の方針で改定

・人材育成、実践的な訓練の実施による対
応体制の定期的な点検や改善等の実施

・区と区民、都、医療機関、事業者等との
情報共有、双方向のコミュニケーション
の体制整備や取組の推進

・都が関係機関と締結する協定も踏まえ、
感染症発生時の区における医療・検査を
迅速に行う体制を確認

・国や都、関係機関と連携し、国内外の感
染症発生状況に関する情報を速やかに収
集・分析し、庁内や区内医療機関、区民
等に共有

・あらかじめ定めた手順により直ちに全庁
一体となった初動体制を立ち上げ、区民
の生命及び健康を守るための緊急かつ総
合的な対応の実施

平時の備え

・千代田区は、住宅地であるとともに、政
治、経済、文化等の中枢機能が集中する
都市

・急速な感染拡大による社会的影響を緩和
するため、まん延防止の取組を適切に
実施

・感染拡大防止と社会経済活動のバランス
を踏まえた対策の切替えを円滑に実施

新型インフルエンザ等発生時の
迅速な初動対応

区民生活・経済を守る
バランスの取れた対策の実施

保健福祉部資料１-２
令和７年 1 2月５日

１



計画改定のポイント

①初の抜本改定

・新型インフルエンザ等対策特別措置法（第８条）に基づき、平時の準備や感染症発
生時の対策の内容を示すものとして、平成26（2014）年に策定（平成27（2015）年
に一部改訂）
・令和６年７月に政府行動計画、令和７年５月に都行動計画がそれぞれ抜本改定され
たことを受け、区行動計画も、策定以来初の抜本改定を実施

②幅広い感染症に対応
・新型インフル、新型コロナ以外の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の波が来
ることも想定

③柔軟かつ機動的な
対策の切替え

・状況の変化（検査や医療提供体制の整備、社会経済の状況等）に応じて、感染拡大
防止と社会経済活動のバランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切替え

④発生段階の考え方 ・全体を３期（準備期、初動期、対応期）に分けて記載、準備期の取組を充実

⑤対策項目の拡充 ・対策項目を13項目に拡充し、内容を精緻化

２



計画本文の構成

第１部
基本的な考え方

第１章 基本的な考え方
第２章 対策の目的等
第３章 発生段階等の考え方
第４章 対策項目

・区行動計画における基本的な考えを示すととも
に、対策の目的や、対策実施上の留意点、対策
推進のための役割分担について整理

・発生段階の考え方及び各対策項目についてそれ
ぞれ説明し、第２部以降の記載において前提と
なる基本事項を確認

第２部
各対策項目の考え方
及び取組

第１章 実施体制
第２章 情報収集・分析
第３章 サーベイランス
第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
第５章 水際対策
第６章 まん延防止
第７章 ワクチン
第８章 医療
第９章 治療薬・治療法
第10章 検査
第11章 保健
第12章 物資
第13章 区民生活及び区民経済の安定の確保

・新型インフルエンザ等への対策を13項目に分類
した上でそれぞれを第１章～第13章とし、各章に
おいて「準備期」「初動期」「対応期」の３つの
発生段階ごとに具体的な対応内容を記載
・国や都の行動計画の記載を踏まえ、区の目線で
各対策項目の考え方及び具体的な感染症対策を記
載
・特に実施体制、まん延防止の項目の記載を充実
・可能な限り双方向のリスクコミュニケーション
を行うことを記載

第３部
区政機能を維持するための
区の危機管理体制

第１章 区における危機管理体制
・千代田区新型インフルエンザ等対策本部の設置
等について整理し、区における新型インフルエン
ザ等発生時の危機管理体制を記載

３



各対策項目の考え方と取組

準備期 初動期 対応期

第
２
部

各
対
策
項
目
の
考
え
方
及
び
取
組

第１章 実施体制
◼ 役割整理や指揮命令系統等の構築、研修、訓練を

通じた関係機関間の連携を強化
◼ 準備期における検討等に基づき、区及び関係機関

における実施体制を強化、迅速に対策を実施
◼ 各対策の実施状況に応じて柔軟に実施体制を整備

し、見直しを実施

第２章 情報収集・分析
◼ 情報収集・分析、情報の整理や把握手段の確保等、

新型インフルエンザ等発生時に向けた準備を実施
◼ 新たな感染症の特徴や病原体の性状に関する情報

の収集・分析を迅速に実施
◼ 感染症のﾘｽｸに関する情報、区民生活及び区民経

済に関する情報等の収集・分析を強化

第３章 サーベイランス
◼ 平時からサーベイランス体制を確認し、情報を速

やかに収集・分析
◼ 平時のサーベイランスに加え、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等発

生時の感染症サーベイランスを開始
◼ 流行状況に応じ、適切に感染症サーベイランス等

を実施

第４章 情報提供・共有、
 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

◼ 区民等の感染症に関するリテラシーを高め、区の
情報提供・共有に対する認知度・信頼度を向上

◼ 感染拡大に備えて、区民に新たな感染症の特性や
対策等の的確な情報提供・共有を実施

◼ 区民の関心事項を踏まえ、対策に対する区民の理
解を深め、適切な行動につながるよう促す。

第５章 水際対策
◼ 国が実施する研修及び訓練の機会等を通じて、水

際対策に係る関係機関との連携体制を確認
◼ 感染者発生時における円滑な対応に向け、国及び

関係機関等との連携体制を確認
◼ 感染拡大の状況等を踏まえながら、国及び関係機

関と連携して適切に対応

第６章 まん延防止
◼ 区民の基本的感染対策の実施、まん延防止対策へ

の理解促進
◼ 区内でのまん延の防止やまん延時に迅速な対応が

とれるよう準備等を実施
◼ まん延防止対策を講ずるとともに、国や都の方針

を踏まえて、柔軟かつ機動的に切替え

第７章 ワクチン ◼ 関係機関と連携し、ワクチンの接種体制を構築
◼ 国や都等の方針等に基づき、接種体制の立ち上げ

に向けて必要な準備を実施
◼ 構築した接種体制に基づき迅速に接種を実施する

とともに、区民等に必要な情報提供・共有を行う。

第８章 医療
◼ 都が予防計画に基づき実施する医療提供体制の整

備への協力
◼ 区民が円滑に適切な医療を受けるための情報提供、

や方針提示を行う。
◼ 初動期に引き続き、都や医療機関と連携し、患者

に適切な医療が提供できるよう対応

第９章 治療薬・治療法
◼ 感染症指定医療機関等における研究開発の実施体

制強化に対する必要な協力を行う。
◼ 医療機関等に対する治療薬等の最新の知見の情報

提供や、適切な使用等の要請等を実施
◼ 区民等に対し、治療薬・治療法が必要な患者に公

平に届くことを目指し、国等の取組に協力する。

第10章 検査
◼ 平時から検査機器の維持及び検査物資の確保や人

材の確保を含めた準備を着実に推進
◼ 国や都等と緊密に連携し、検体採取や搬送を通じ

て、都の検査体制の構築に協力する。
◼ 国や都の方針、区内の感染状況とを踏まえ、都と

連携して検査体制等を適宜見直す。

第11章 保健
◼ 東京都感染症対策連携協議会等を活用し、区内の

多様な関係機関との連携体制を構築
◼ 区予防計画等に基づき、新型インフルエンザ等発

生時の体制への移行準備を進める。
◼ 区予防計画等に基づき、求められる業務に必要な

体制を確保

第12章 物資
◼ 感染症対策物資等の備蓄等、必要な準備を適切に

実施
◼ 物資の不足により医療、検査等の実施が滞らない

よう計画的に発注し、必要量を安定的に確保する。
◼ 初動期に引き続き物資を安定的に確保するととも

に、関係機関と物資供給等に関し相互に協力する。

第13章 区民生活及び
社会経済の安定の確保

◼ 事業者及び区民へ適切に情報提供・共有、必要な
準備の実施の勧奨等、事業継続に向けて準備

◼ 事業者及び区民へ基本的な感染予防策等の勧奨や、
対策の準備等の呼び掛けを行う。

◼ 準備期での対応を基に、区民生活及び社会経済活
動の安定を確保するための取組を実施

４



 

区内宿泊施設の現況について 
 

  インバウンド需要の高まりを受け、近年、都市部の自治体では、民泊等の宿泊施設の

増加に伴う、近隣住民からの生活環境悪化に関する苦情やトラブルが増加している。 

平成 30年の規制改革により、住宅宿泊事業（いわゆる民泊）制度の創設や、1部屋か

らの小規模な旅館営業が可能となったが、区では、民泊および旅館業それぞれに対して

区条例で規制を設け、区民の生活環境への影響を最小限に抑えるよう努めてきた。 

しかし当区においても、宿泊施設は増加傾向にあるため、その現況について報告する。 

 

 

１ 旅館業施設の現況 

  区内では、平成 29年度から旅館数の急激な増加が見られており、特に新規施設におい

ては、客室延べ床面積が 200m2未満の小規模施設が多数となっている。 

また、新規開業に向けた相談件数も、令和５年度以降急増している。 
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２ 民泊施設の現況 

  令和４年度以降、新規相談及び施設数は増加傾向にあり、今年度は、新規相談は既に

昨年度を上回る見込みである。 

  特に、管理者常駐型の民泊が増加しており、マンションや事務所ビルの１室を民泊に

したいという相談が増加している。 

 

 

 

３  区内宿泊施設の適正な運営に向けてのこれまでの対応 

（１）運営状況の確認と指導監督 

   民泊施設は、法に基づき２カ月に一回、運営状況について報告を求め、運営状況を

確認している。不適正な運営が疑われる施設に対しては現地調査も実施している。 

   旅館施設については、施設の調査や苦情対応の際に、施設の運営状況について確認・

指導している。また、令和４年２月以降、継続的に従事者の常駐調査を実施している。

従事者不在施設は小規模施設に多い傾向がみられる。 

調査の過程で違反が認められた施設に対しては、口頭・文書による改善指導を実施

している。 

 

（２）違法民泊（無許可旅館業施設）への対応 

区民等からの情報提供等に基づき、現地確認、インターネット宿泊サイトの調査や

宿泊者へのアンケート調査を実施し、営業者の特定と摘発を行っている。連絡が取れ

るまでに長期間を要し、摘発に難航する案件が増加している。 
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